
平成３０年度 大村市各会計歳入歳出決算審査意見 

 

第１ 審査の対象 

 

１ 各会計歳入歳出決算 

平成 30 年度大村市一般会計歳入歳出決算 

平成 30 年度大村市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

平成 30 年度大村市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 

平成 30 年度大村市介護保険事業特別会計(保険事業勘定)歳入歳出決算 

平成 30 年度大村市介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算 

平成 30 年度大村市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算 

       

２ 証書類その他政令で定める書類 

平成 30 年度証書類 

平成 30 年度大村市各会計歳入歳出決算事項別明細書 

平成 30 年度大村市各会計実質収支に関する調書 

平成 30 年度大村市財産に関する調書 

平成 30 年度大村市各基金運用状況報告書 

 

第２ 審査の期間 

令和元年 7 月 10 日から同年 8 月 7 日まで 

 

第３ 審査の方法 

市長から審査に付された各会計の歳入歳出決算及び政令で定める書類について、関係法

令に準拠して作成されているかどうかを確認するとともに、証書類と照合審査した。さらに、

地方自治法第 199 条の規定に基づき実施した定期監査及び同法第 235 条の 2 の規定に基づ

き実施した例月現金出納検査の結果などを踏まえ、細部にわたっては関係職員から説明を

聴取するなどにより実施した。 

 

第４ 審査の結果 

各会計歳入歳出決算及び政令で定める書類は、いずれも関係法令に準拠して適正に作成

されており、証書類と照合審査の結果、その計数は正確であり、かつ、予算の執行は適正で

あることを認めた。 

審査の概要及び意見は、次のとおりである。 
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